
令和５年度 徳島県立文書館協議会 次第

日 時： 令和５年８月２９日（火）

午後１時３０分から

場 所： 徳島県立文書館 ２階 講座室

１ 開会

２ 館長挨拶

３ 委員自己紹介・職員紹介

４ 会長・副会長選任

５ 議事

（１） 令和４年度事業実績について

（２） 令和５年度事業計画について

「徳島県公文書等の管理に関する条例｣及び「特定歴史公文書等評価選別（３）

方針（案）」について

（４） そ の 他

６ 閉会



徳島県立文書館協議会委員名簿

氏 名 所 属 備 考

小笠原 章 四国大学 地方行政・地方自治

衣川 仁 徳島大学大学院 日本中世史

小部 さくら 四国大学大学院生 公募委員

須藤 茂樹 四国大学 日本美術史

田中 佳 徳島大学大学院 文化史

西本 沙織 徳島地方史研究会 考古学

原田 昌博 鳴門教育大学大学院 ヨーロッパ近代史

舩井 由美子 公益社団法人三木文庫 染色史

別府 優香 海陽町立博物館 美術史

松山 隆博 徳島文理大学 日本中世史

※ 五十音順、敬称略

任期：令和５年６月１日～令和７年５月３１日
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参考資料

徳島県文化の森総合公園文化施設条例（ 2 3 26 ･ 11 〈抄〉平成 年 月 日 徳島県条例第 号）

（協議会）

第７条 知事の附属機関として、次の表の上欄に掲げる協議会を置き、これらの協

議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

協議会の名称 所掌事務

徳島県立文書館協議会 文書館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも

に、知事に対して意見を述べること。

２ 協議会は、委員１０人以内で組織する。

３ 徳島県立図書館協議会、徳島県立博物館協議会、徳島県立近代美術館協議会及

、 、び徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員は 学校教育及び社会教育の関係者

家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命す

るものとする。

４ 徳島県立文書館協議会及び徳島県立二十一世紀館協議会の委員は、学識経験の

ある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

６ 委員は、再任されることができる。

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。



徳島県立文書館協議会規則（ 2 3 24 ･ 42 ）令和 年 月 日 徳島県規則第 号

（趣旨）

第１条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例

第十一号)第七条第七項の規定に基づき、徳島県立文書館協議会(以下「協議会」

という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（会長及び副会長）

第２条 協議会に、会長及び副会長各一人を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第３条 協議会の会議は、会長が招集する。

２ 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

（雑則）

第４条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。



- 1 -

資料１
令和４年度徳島県立文書館事業実績

１ 来館者数
年 度 文書館 文化の森全館

平成 ２年度(５か月間) １７，５４０人 ６０３，９３７人
３年度 ２７，３３３人 ７９２，８４２人
４年度 １９，２９７人 ７１３，０７５人
５年度 １７，８５６人 ６６７，９０１人
６年度 １９，８２５人 ６４７，２４９人
７年度 ３５，０７８人 ７９２，９１５人
８年度 １９，５９３人 ７１３，７５０人
９年度 １９，７９６人 ６９８，６１６人

１０年度 ２３，３１６人 ７２３，２６７人
１１年度 ２６，７０５人 ７６５，９８２人
１２年度 ４５，３００人 ７６７，７６０人
１３年度 ２６，２６３人 ７５１，８５１人
１４年度 ２５，６２５人 ８６８，３６６人
１５年度 ２７，４３６人 ８６５，４９８人
１６年度 ３３，０５６人 ９２４，４４４人
１７年度 ３９，４５４人 ８６０，０３７人
１８年度 ３５，０８９人 ８２７，６９９人
１９年度 ２４，２１５人 ８７８，６３９人
２０年度 ２７，１７７人 ７６２，４０３人
２１年度 ２５，８５１人 ８３７，３７１人
２２年度 ３２，９４８人 ７９２，３４９人
２３年度 ２５，１８３人 ７５９，９５６人
２４年度 ２７，５１６人 ７０３，１８７人
２５年度 ２９，１３３人 ６６９，２８２人
２６年度 ３６，２２１人 ７０９，７９８人
２７年度 ３６，３９７人 ７９２，１２２人
２８年度 ４３，８１６人 ９３７，１１６人
２９年度 ４０，３６４人 ８１４，８１６人
３０年度 ４１，６１２人 ８６１，１２１人
３１年度 ４６，９６９人 ８７７，９２２人

令和 元年度
２年度 ２４，１２１人 ６２５，４００人
３年度 ４２，３８２人 ６２７，８７９人
４年度 ４５，３６１人 ６７７，９０５人
累 計 １，００７，８０６人 ２５，３１３，０６８人

２ 企画展示事業
（１）令和３年度よりの残事業

文書館の逸品展「徳島の歴史資料に見る感染症」
令和４年２月１日～４月２４日（２０日）
入館者数 １，４４９人＜４月１日より４月２４日まで＞

（２）令和４年度の企画展
①文書館の逸品展「町場の古写真」

令和４年４月２７日～７月３１日
入館者数 ７，４６３人
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②第６４回企画展「学校の公文書」
令和４年８月２日～１０月２３日
入館者数 ５，４１４人

③文書館の逸品展「半士半農 郷鉄砲の役割と生活」
令和４年１０月２５日～令和５年１月２９日
入館者数 ５，９０４人

④第６５回企画展「近世小松島商人の蔵書Ⅱ」
令和５年１月３１日～４月２３日
入館者数 ４，８８２人（３月末まで）

（３）共催展示
①「町場の古写真」（第２会場）

・令和４年４月２６日～７月３１日
・徳島県立二十一世紀館との共催
・徳島県立二十一世紀館Ｕ字型展示ケースを使用

②「文書館収蔵資料に見る 徳島のお正月」
・令和５年１月１２日～１月２９日
・徳島県立二十一世紀館との共催
・徳島県立二十一世紀館Ｕ字型展示ケースを使用

③「近世小松島商人の蔵書Ⅱ」（第２会場）
・令和５年１月３１日～４月２３日
・徳島県立二十一世紀館との共催
・徳島県立二十一世紀館Ｕ字型展示ケースを使用

（４）出張展示
当館の収蔵資料を県内の各地で展示・紹介する取組をおこなっている。
「徳島の歴史資料に見る感染症」

令和４年６月１３日～６月２４日
徳島県庁すだちくんテラス

（５）小展示
「公文書に見る徳島の風水害」

令和４年９月２３日～令和５年４月２３日

３ 教育普及事業
（１）郷土の歴史や文化に関する講座を開催し、県民に生涯教育の場を提供した。
【古文書講座】

ア 古文書講座（初級） 令和４年５月１４日～９月２４日 第２・４土曜日
・参加者延べ １４４人
・計１０回を開催し、館所蔵の史料を利用して、古文書等の基礎的知識の取得及び
解読能力の向上をはかった。

・新型コロナウイルス感染対策のため、受講者の定員は例年の４０名程度から３０
名程度に減らした。

・講座内容は以下の通り。講師は金原祐樹・徳野隆・嵐大二郎が担当
① 開講式・入門講座
② 和本を読む（仮名文字と言い回し）

－「阿波名所図会」を読む１－
③ 和本・書軸を読む（文字に慣れる）

－「阿波名所図会」を読む２－
④ 江戸時代の文体に慣れる１

－徳島の古文書を読む会刊行の史料集を読む－



- 3 -

⑤ 江戸時代の文体に慣れる２
－徳島の古文書を読む会刊行の史料集を読む－

⑥ 古文書の文字に慣れる１
－地域に残る古文書を読む－

⑦ 古文書の文字に慣れる２
－地域に残る古文書を読む－

⑧ 古文書の辞書を使う１
－証文・切手を読む－

⑨ 古文書の辞書を使う２
－証文・切手を読む－

⑩ 書簡を読む・閉講式（修了証授与）

イ 古文書講座（中級） 令和４年１０月８日～令和５年１月２８日 隔週土曜日
・参加者延べ １０６人
・当館の古文書講座（初級）の修了者を対象に、徳島県下の史料等を利用して，

古文書についてさらに深く知りたいという人々の要望に応えた。
・新型コロナウイルス感染対策のため、受講者の定員は例年の４０名程度から３０
名程度に減らした。

・令和４年度は担当職員が増えたため、例年より多い計７回開催。
・講座内容と講師は以下の通り。

① 「近世郷鉄砲の仕事」 徳島県立文書館館長 金原祐樹
② 「戦国武将の手紙を読む」 徳島県立文書館主席 石尾和仁
③ 「阿波人が見た幕末の動乱」 徳島県立文書館主席 徳野隆
④ 「郷鉄砲役について」 徳島県立文書館主任 嵐大二郎
⑤ 「特色ある徳島の宗門改帳」 徳島県立文書館職員 板東英雄
⑥ 「江戸時代の捨子関係文書を読む」 徳島県立文書館職員 山口幸歩
⑦ 「近世の海難事故史料を読む」 徳島県立文書館職員 湯藤由紀子

【文書館歴史講演会】
令和４年１１月１２日
演 題 「蜂須賀正勝・家政の代替わり」
講 師 京都大学大学院准教授 三宅正浩氏
参加者 ８２人
会 場 二十一世紀館 多目的活動室

【展示解説】
企画展・資料紹介展の展示講演会・展示解説を開催することによって、展示内容や

時代背景などをより深く知りたいという人々の要望に応えた。

① 文書館の逸品展「徳島の歴史資料に見る感染症」
展示解説(3) 令和４年 ４月１３日 参加者 １１人

② 文書館の逸品展「町場の古写真」
展示解説(1) 令和４年 ５月 ５日 参加者 １２人
展示解説(2) 令和４年 ６月１９日 参加者 ９人
展示解説(3) 令和４年 ７月 ８日 参加者 １２人

③ 第６４回企画展「学校の公文書」
展示解説(1) 令和４年 ８月２１日 参加者 ８人
展示解説(2) 令和４年 ９月１９日 台風接近に伴う臨時休館のため

中止
展示解説(3) 令和４年１０月１３日 参加者 ６人

④ 文書館の逸品展「半士半農 郷鉄砲の役割と生活」
展示解説(1) 令和４年１１月 ３日 参加者 ２３人
展示解説(2) 令和４年１２月 ９日 参加者 １９人
展示解説(3) 令和５年 １月１５日 参加者 １１人
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⑤ 第６５回企画展「近世小松島商人の蔵書Ⅱ」
展示解説(1) 令和５年 ２月１１日 参加者 １１人
展示解説(2) 令和５年 ３月２５日 参加者 １５人

（２）ボランティア活動
【古文書補修ボランティア・同養成講座】

・毎月２回（第１・第３水曜日）
・参加者は毎回１０人程度
・文書館収蔵古文書の補修を行った。
・新型コロナウイルス感染対策として、密を避けるために参加者を午前と午後に分け
て実施している。

（３）文書館活動の内容や研究成果を発表・報告した。
①「文書館年報」第２５号（第２１号より当館ホームページのみの閲覧に移行）

令和４年 ８月２５日掲載
② 図録「徳島を伝える絵はがきの魅力」 令和４年 ４月２７日刊行
③ 図録「刊行 150 年 県報が伝えた徳島」 令和４年 ８月 ２日刊行
④ 図録「住吉村組頭庄屋山田家と吉野川」 令和４年１０月２５日刊行
⑤ 図録「徳島の歴史資料に見る感染症」 令和５年 １月３１日刊行
⑥「徳島県立文書館研究紀要」第１０号 令和５年 ３月３１日刊行

【その他の教育普及事業】
(1)文書館ウィーク

例年、中国・四国地区の各文書館・公文書館では，公文書館法施行の記念日であ
る６月１日からの１週間を「文書館（アーカイブズ）ウィーク｣として、各種イベン
トを開催している。令和４年度は開催中の展示内容に伴い、座談会「古写真の魅力
を考える」を開催した。

(2)教員のための文書館活用講座
平成２８年度より，県内の中学校社会科・高校地歴科教員を対象に開講し、文書

館資料を地域史学習の教材として活用するヒントやノウハウを伝えている。令和３
年度からは教職を目指す大学生・大学院生も対象に募集をおこなった。令和４年度
は８月５日に実施。参加者は４名。

(3)公文書管理・保存講座
例年、主に県内自治体の職員を対象に開講し、公文書の保存と活用の重要性を伝

えている。
令和４年度は、当館が事務局を務める、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

（全史料協）近畿部会の第 162 回例会と併せて開催し、徳島大学准教授の田中佳氏
と鳴門教育大学教授原田昌博氏による報告「ヨーロッパの公文書館事情 －フラン
ス・ドイツの事例に学ぶ－」を実施した。

新型コロナウイルス感染対策のため、会場参集とオンラインを併用するハイブリ
ッド方式で行った。

【新型コロナウイルス感染拡大のため，今年度実施を見送った教育普及事業】
古文書保存講座

例年、記録遺産としての古文書の保存と活用を図るための補修講座を開催している。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、講師先生の来県が困難なため、
令和２年度から実施できていない。令和４年度も開催を見送った。
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４ 調査研究事業
（１）県内外に所在する古文書や公文書など貴重な歴史資料の調査・収集、市町村所蔵史料

の整理支援を進めた。
【資料調査・収集先】

・藤沢家（徳島市） ・徳島県立富岡西高等学校（阿南市）

（２）県内資料の所在調査及び情報収集を円滑に行うため県内各地域に資料調査員をおき、
情報収集に努めている。しかし、年１回行う資料調査員会議は、令和２年度より新型
コロナウイルス感染拡大のため実施できていない。令和４年度も開催を見送った。

（３）文書館関係の情報交換及び研修をはかった。
(1)中国・四国地区文書館等職員連絡会議（オンライン） １名参加
(2)全史料協 公文書館機能普及セミナー（松江市市民活動センター交流ホール）

４名参加
(3)全史料協 全国（滋賀）大会（オンライン） １名参加
(4)全史料協 近畿部会第 159 回例会（尼崎市立歴史博物館） ２名参加
(5)徳島県博物館協議会総会 （徳島市考古資料館） １名参加
(6)全史料協 近畿部会総会及び 160 回例会（尼崎市立歴史博物館） ４名参加
(7)全史料協 近畿部会 161 回例会（尼崎市立歴史博物館） １名参加
(8)全史料協 近畿部会 AtoM 講習会（近畿大学） １名参加
(9)全史料協 近畿部会 162 回例会（徳島県立文書館） ７名参加
(10)全史料協 近畿部会 163 回例会（キャンパスプラザ京都） １名参加
(11)全史料協 近畿部会 164 回例会（京都芸術大学） １名参加

※なお、令和４年度徳島県立文書館は、全史料協近畿部会において１年間事務局を
担当し、総会・運営委員会の運営や会計など部会の事務全般を担当した。

（４）例年行われている全国公文書館長会議は，新型コロナウイルス感染拡大のためオンラ
インで実施された。 １名参加

（５）国立公文書館主催アーカイブズ研修Ⅲ前期および中期（国立公文書館・神奈川県立公
文書館） １名参加

（６）「徳島県公文書等の管理に関する条例」関連協議
・検討会議（令和４年４月２２日）
・検討会議（令和４年４月２７日） ２名参加
・検討会議（令和４年９月１６日） １名参加
・検討会議（令和４年９月１７日） １名参加
・検討会議（令和４年９月２５日） １名参加
・コンサルタント対応（令和４年１０月１７日 リモート） ３名参加
・コンサルタント対応（令和５年１月１７日） ３名参加
・コンサルタント対応（令和５年１月２７日） １名参加
・コンサルタント対応（令和５年２月１５日） １名参加
・コンサルタント対応（令和５年３月１６日） １名参加

※徳島県公文書等の管理に関する条例の制定に向けて、条例の内容および文書管理
システムの内容について、法制文書課・スマート県庁推進課・日本レコードマネー
ジメント株式会社（NRM コンサルタント）担当と協議を重ねてきた。
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５ 資料収集整理
古文書・公文書及び行政資料など歴史的文化的価値のある資・史料を広く収集するととも

に，整理保存を行い，閲覧等の利用に供した。
（１）整理状況

区 分 令和４年３月末現在

公 文 書 ２６，２７６冊

刊 行 物 ８１，７３０冊

行 複 製 本 １７６冊

政 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ １，０３３リール

資 ﾏｲｸﾛﾌｨｯｼｭ ８７０枚

料 光ディスク ２０枚

そ の 他 １６６点

小 計 ８３，９９５点

文 書 ２２７，４３５点
古

複製絵図 ５１９枚
文

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ ２，６２８リール
書

小 計 ２３０，５８２点

そ 図 書 １１，５３８冊
の
他 写 真 １３，５７６枚

小 計 ２５，１１４点

合 計 ３６５，９６７点

（２）令和４年度寄贈・寄託資料等
・一宮家文書 ・大久保家文書 ・辻家文書 ・林家文書 ・山本家文書

（３）令和４年度公開古文書
・金塚（坂東）家文書

６ 文書館への来館・研修等
・徳島大学教員・学生（資料閲覧）
・徳島県立城南高等学校生徒（インターンシップ）
・乃村工藝社社員・国立公文書館職員（館内視察）
・徳島県高等学校地理歴史学会地域研修会（会場使用）
・日本技術士会防災見学会（資料閲覧）
・全国フェミニスト議員連盟加盟議員（館内視察）
・歴史文化倶楽部会員（展示見学）
・徳島県立那賀高等学校生徒（インターンシップ）
・愛媛県総務部総務管理局職員（館内視察）
・高知大学学生（インターンシップ）

７ 各講座への出講・出前授業・学術会議への招へい等
・ふる里の歴史を学ぶ会学習会（金原）
・北島町立北島中学校出前授業（徳野）
・とくしま上板熱中小学校（徳野）
・ふる里の歴史を学ぶ会学習会（金原）
・シルバー大学校（金原・徳野・嵐・板東）
・シルバー大学院（金原・徳野・板東）
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・佐那河内村歴史等学術部会（石尾）
・小松島市ふるさと講座（嵐）
・吉野川学識者会議（金原）
・名東郡自治協会百年史編集委員会（徳野）
・歴史文化倶楽部月例講座（金原）
・徳島県高等学校地理歴史学会地域研修会（嵐）
・鳥居龍蔵セミナー（石尾）
・阿波を学ぶ（歴史編）（石尾・徳野）
・美馬市立図書館みんなで古文書解読（金原・徳野）
・吉野川市立鴨島小学校出前授業（徳野）
・徳島県立板野高等学校人権研修会（石尾）
・佐那河内村学術講演会（金原）
・徳島城趾を愛する会歴史セミナー（金原）
・徳島市立渋野小学校出前授業（嵐）
・徳島市文化財保勝会連絡協議会（石尾）
・学芸員養成科目（金原・嵐）
・徳島県立城東高等学校出前授業（徳野）
・徳島県立富岡東高等学校人権教育講演会（石尾）
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資料２
令和５年度 徳島県立文書館事業計画及び実績

令和５年度当初予算額 ６，４５７千円
令和４年度当初予算額 ５，７２７千円

１ 一般管理費 ９６１千円（前年度 １，１０２千円）
文書館協議会の開催、各種機器の保守点検の実施等、館全体の管理運営を行う。

２ 企画展示事業 ５８７千円（前年度 ５８７千円）
（１）企画展・文書館の逸品展

徳島県の歴史や文化に関するテーマについての展示を、約３ヵ月を会期として年４回
開催する。展示ごとに図録を作成し、郷土の歴史や文化に対する県民への発信をおこな
っている。

①文書館の逸品展「絵はがきが切り取る徳島の名所」
令和５年４月２５日～７月３０日

観光振興の役割も担う絵はがき。戦前の徳島の名所を切り取ったものも多く残って
いる。かつての、そして今も残る徳島の名所とその魅力を絵はがきを通して紹介する。

②第６６回企画展「地券と土地台帳 －地租改正150年－」
令和５年８月１日～１０月２２日

令和５年は地租改正から 150 年にあたる。人々が住み、農耕を行う重要な資産であ
る土地。その所有や利用に関する記録である地券や土地台帳、地図などの歴史資料を
紹介する。

③第６７回企画展「和田島村と和田津新田」
令和５年１０月２４日～令和６年１月２８日

小松島市の南部に位置する和田島と和田津は、多くの労苦を伴う開発により近世に
成立した。当館が収蔵する古文書や絵図を用いて、これらの開発の記録を紹介する。

④文書館の逸品展「公文書を残す －保存から利用へ 公文書管理条例の施行－」
令和５年１月３０日～４月２１日

令和６年４月より、「徳島県公文書等の管理に関する条例」が施行される。公文書を
残すことの意義や、デジタル化が進む今後の公文書のあり方について紹介する。

（２）出張展示（実施済を含む）
当館の収蔵資料を県内の各地で展示・紹介する取組をおこなっている。
「近世小松島商人の蔵書Ⅱ」

令和５年７月２４日～８月４日（１０日間）
徳島県庁すだちくんテラス

（３）共催展示（実施済を含む）
他機関との共催で，文書館の収蔵資料を展示・紹介する。
(1)「近世小松島商人の蔵書Ⅱ」（第２会場）
・令和５年１月３１日～４月２３日（２０日間）
・徳島県立二十一世紀館との共催
・徳島県立二十一世紀館Ｕ字型展示ケースを使用

(2)「絵はがきが切り取る徳島の名所」（第２会場）
・令和５年４月２５日～７月３０日（８４日間）
・徳島県立二十一世紀館との共催
・徳島県立二十一世紀館Ｕ字型展示ケースを使用
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３ 教育普及事業 ５７９千円（前年度 ５７９千円）
（１）郷土の歴史や文化に関する講座を開催し、県民に生涯学習の場を提供する。

①古文書講座
・令和５年５月～令和６年１月 初級１０回・中級７回 計１７回
・館所蔵資料を利用し、古文書等の基礎的知識の取得および解読能力の向上を図る。

②文書館歴史講演会
例年、当館の企画展に合わせた内容や、徳島県内の史料を用いた講演会を企画して

いる。令和５年度は講師・日程ともに未定。

③展示解説
企画展・逸品展の期間中に３回実施。展示内容や時代背景などについて解説をおこ

なう。

（２）文書資料保存に関する知識を伝える。
①古文書保存講座

市町村の古文書保存担当者や古文書所有者等を対象に、古文書の保存に関する研修
を開催し，歴史資料保存のための知識を普及する取組である。ただ、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、講師先生の来県が困難なため、令和２～４年度は実施を
見送った。しかし、令和５年度は９月に実施予定である。

②古文書補修ボランティア養成講座
・毎月第１，第３水曜日
・補修ボランティアとしての活動を希望する方を対象とした養成講座。

③公文書管理・保存講座
・主に県及び市町村職員を対象に，文書資料の保存について研修を行う。

（３）教育機関との連携をはかる。
①教員のための文書館活用講座

・中学校・高等学校の社会科・地歴科教員と教員を目指す大学生・大学院生を対象に，
文書館資料の授業への活用について解説し，活用案について協議する。

・例年夏季に実施するが、令和５年度は冬季の実施を検討している。

②出前授業（実施済を含む）
・学校現場との連携を深めるため、積極的に案内している。
・令和５年度は徳島県立城北高等学校で７月に実施したほか、９月以降も実施予定が
ある。

③校外学習・インターンシップの受入（実施済を含む）
・現在、複数の県立学校から問い合わせがあり、令和５年度内に実施予定。
・県職員への就職を希望する大学生を対象とした「１Ｄａｙ徳島県チャレンジ実習」
を当館でも９月に実施予定。

④学生ボランティアの受入（実施済を含む）
・年４回のフェスティバル行事の準備・運営の手伝いを募集する。
・令和５年度は、文化の森サマーフェスティバルの準備・運営に６名の学生が参加。

⑤学芸員養成科目・シルバー大学校・シルバー大学院への出講 等

（４）文書館の活動をアピールする。
①文書館ウィーク

中国・四国地区の各文書館・公文書館では，公文書館法施行の記念日である６月１
日からの１週間を「文書館（アーカイブズ）ウィーク｣として，各種イベントを開催し
ている。

令和５年度は，開催中だった企画展「絵はがきが切り取る徳島の名所」の展示解説
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を実施した。特に文化の森のデジタルアーカイブについて詳しく紹介した。

②文化の森こどもの日フェスティバル
・５月５日に実施。
・当館においては「牛乳パックで紙すきに挑戦」・「くずし字クイズ 古文書仮面か
らの挑戦状！」を行った。

③文化の森サマーフェスティバル
・８月１１日に実施。
・当館は「和紙を使ったオリジナルうちわ作り」・「古文書仮面からの挑戦状 地租
改正クイズ」を行った。

④文化の森秋祭り
文化の森各館共催でワークショップなどを実施する。現在，館内のイベント内容に

ついて協議中。

⑤文化の森ウィンターフェスティバル
文化の森各館共催でワークショップなどを実施する。現在，館内のイベント内容に

ついて協議中。

（５）ボランティア活動
古文書補修ボランティア
・毎月第１・第３水曜日
・文書館所蔵資料の補修を行う。

（６）徳島の古文書を読む会
平成３年，当館主催の古文書講座の修了生によって，「徳島の古文書を読む会」が結

成された。現在約９０名の会員が７班に分かれ，月例会において古文書解読を行なっ
ている。また，県内外の各種機関がもつ歴史資料に触れる臨地見学会や，県内の他の
古文書解読サークルとの合同学習会も実施している。例年，総会の際には講演会も行
っている。平成１６年からは史料集の作成に着手し，今年度新たに刊行したものも含
め合計１６冊を刊行している。

（７）「文書館年報」「文書館だより」「研究紀要」等を作成する。
※「文書館年報」は第２１号より当館ホームページのみの閲覧に移行。
※「文書館だより」は第４３号より当館ホームページのみの閲覧に移行。
※「研究紀要」は当館ホームページだけでなく，冊子としても刊行。

４ 調査研究事業 １，１４０千円（前年度 １，１４０千円）
①文書館所蔵資料の整理・保存・研究を行うとともに，県内外に所在する公文書や古文

書など貴重な歴史資料の調査・収集を進め，その成果として資料目録作成や研究紀要
等の刊行を行う。

②県内資料の所在調査および情報収集を円滑に行うため，資料調査員を置く。
③各種研修会等に参加し，文書館職員としての知識や技術を習得する。
④他府県の県史編さん状況を調査する。
⑤市町村の公文書を中心とした資料調査を行う。
⑥県内大学や研究機関等との連携による資料整理を行う。

５ 資料収集整理事業 ３，１９０千円（前年度 ２，３１９千円）
①公文書・古文書など歴史的文化的価値のある資料を広く収集すると共に，整理・保存
事業を行い，閲覧等の利用に供する。

②歴史資料のうち現物の収集ができないものは，デジタル撮影等による複写や，複製物
を作成して収集を図る。
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関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

第
二
章 

保
存
等 

第
一
節 

受
入
れ 

（
実
施
機
関
か
ら
の
受
入
れ
） 

第
三
条 

 

知
事
は
、
実
施
機
関
で
保
存
す
る
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
文

書
館
に
移
管
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
可
能
な
限
り

早
い
時
期
に
受
入
れ
の
日
を
設
定
し
、
当
該
歴
史
公
文
書
等
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
た
上
で
、
原
則
と
し
て
受
入
れ
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
排
架
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

生
物
被
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
保
存
に
必
要
な
措
置 

二 

識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
（
以
下
「
資
料
番
号
」
と
い
う
。
）
の
付
与

三 

条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
目
録
の
作
成 

四 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
の
該
当
性
に
関
す
る
事
前
審
査 

（
寄
贈
、
寄
託
等
が
さ
れ
た
文
書
の
受
入
れ
） 

第
四
条 

 

知
事
は
、
条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
か
ら
特
定

の
文
書
に
つ
い
て
寄
贈
、
寄
託
等
を
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
文
書
が
歴
史
公

文
書
等
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
文
書
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
寄
贈
、
寄
託
等
を
し

た
も
の
の
希
望
に
応
じ
、
利
用
の
制
限
を
行
う
範
囲
及
び
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
定
め
た
上
で
、

前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
原
則
と
し
て
受
入
れ
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
排
架
を
行
う

も
の
と
す
る
。 
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（
著
作
権
等
の
調
整
） 

第
五
条 

 

知
事
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
著
作
物
、
実
演
、
レ
コ

ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応

じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
著
作
者
、
著
作
権
者
、
実
演
家
又
は
著
作
隣
接
権
者
か
ら
著
作
者
人
格

権
、
著
作
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
利
用
等
の
許
諾
又
は
同
意
を
得
る
こ
と
等

に
よ
り
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
円
滑
な
利
用
に
備
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
節 
保
存 

（
保
存
方
法
等
） 

第
六
条 

 

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
に

至
る
場
合
を
除
き
、
専
用
の
書
庫
（
以
下
「
書
庫
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
永
久
に
保
存
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

知
事
は
、
書
庫
に
つ
い
て
、
温
度
、
湿
度
、
照
度
等
を
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
防
犯
、
防
災 

、
防
虫
等
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
 

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
別
を
勘
案
し
、
当
該
特

定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
記
録
媒
体
の
変
換
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
複
製
物
の
作
成
） 

第
七
条 

 

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
保
存
状
態
、
時
の
経
過
、
利
用
の
状

況
等
に
応
じ
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
る
複
製
物
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
） 

第
八
条 

 

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
個
人
情
報

の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

書
庫
の
施
錠
そ
の
他
の
物
理
的
な
接
触
の
制
限 

二 
 

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
対
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正

ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

三 

文
書
館
の
職
員
に
対
す
る
教
育
及
び
研
修
の
実
施 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置 

（
目
録
の
作
成
及
び
公
表
） 

第
九
条 

 

条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
必
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
又
は
同
項
第
二
号
の
制
限
若
し
く
は
同
項
第
三
号
の
条
件
に
係
る
情

報
（
次
条
に
お
い
て
「
利
用
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

一 

分
類 

二 

資
料
番
号

三 

名
称 

四 

移
管
又
は
寄
贈
、
寄
託
等
を
し
た
も
の
の
名
称
又
は
氏
名

五 

移
管
又
は
寄
贈
、
寄
託
等
を
受
け
た
時
期 

六 

保
存
場
所 

七 

記
録
媒
体
の
種
別 

"
 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
を
行
い
、
及
び
適
切
な
利 
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用
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

２  
知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
目
録
に
つ
い
て
、
文
書
館
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と

と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

利
用 

第
一
節 

利
用
の
請
求
等 

（
部
分
利
用
） 

第
十
条 

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。 

一 
 

文
書
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
写
し
を
作
成
し
、
当
該

写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
利
用
制
限
情
報
を
黒
塗
り
す
る
方
法
又
は
利
用
制
限
情
報
が
記
載
さ
れ
て

い
る
範
囲
を
被
覆
す
る
方
法 

二 
 

電
磁
的
記
録 

 

当
該
記
録
の
写
し
を
作
成
し
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
利
用
制
限
情
報
を

削
除
す
る
方
法 

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
四
条
の
利
用
請
求
を
す
る
者
は
、
知
事
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
 

利
用
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ

れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書

類
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
も
の 

二 
 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
知
事
が
適
当

と
認
め
る
書
類 

（
利
用
請
求
の
方
法
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一 

利
用
請
求
の
年
月
日 

二 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
資
料
番
号

三 

希
望
す
る
利
用
の
方
法 

四 

連
絡
先
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
請
求
の
担
当
者
の
氏
名 

２  

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
請
求
書
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
る

も
の
と
す
る
。 

（
利
用
請
求
に
対
す
る
決
定
等
） 

第
十
三
条 

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一 

利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
日 

二 

利
用
の
方
法 

三 

写
し
の
交
付
の
方
法
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用

四 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
一
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
利
用
制
限
の
内
容
及
び
そ 

の
理
由 

２ 

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ 
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ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
全
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定 

特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
通
知
書 

（
様
式
第
二
号
） 

二 
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
一
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定 

特
定
歴
史
公
文
書
等
一
部
利
用
決
定
通

知
書
（
様
式
第
三
号
） 

３  

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
制
限
決
定
通
知
書
（
様

式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
決
定
等
の
期
限
の
延
長
） 

第
十
四
条 

条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
延

長
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
決
定
等
の
期
限
の
特
例
延
長
） 

第
十
五
条 

条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
特
例
延
長

通
知
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
） 

第
十
六
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一 

利
用
請
求
の
年
月
日 

二 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
資
料
番
号 

三 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

四 
 

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限 

２ 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照
会
書 

（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３  

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
由 

４ 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照
会
書 

（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

５  

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一 

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
付
さ
れ
て
い
る
条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意

見
の
内
容 

三 

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
利
用
決
定
を
す
る
理
由 

６ 

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照
会
書 

（
様
式
第
九
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

７ 
 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
書
は
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意

見
書
（
様
式
第
十
号
）
に
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
見
書
は
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る

意
見
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

８  

条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決

定
通
知
書
（
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
の
利
用
の
方
法
等
） 

第
十
七
条 

条
例
第
二
十
条
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。 
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一 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
、
又
は
映
写
し
た
も
の
の
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴
取 

二 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

三 
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

四 
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
方
法 

（
閲
覧
の
方
法
等
） 

第
十
八
条 

 

特
定
歴
史
公
文
書
等
（
条
例
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
写
し
及
び
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に

よ
り
再
生
し
、
又
は
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
は
、

文
書
館
の
閲
覧
室
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 
 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
を
す
る
も
の
は
、
職
員
の
指
示
の
下
に
自
ら
カ
メ
ラ
等
に
よ
り
当
該
特

定
歴
史
公
文
書
等
の
撮
影
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
を
す
る
も
の
は
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
丁
寧
に
取
り
扱
う
こ
と

と
し
、
こ
れ
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 
 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
も
の
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対

し
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

（
写
し
の
交
付
の
方
法
等
） 

第
十
九
条 

 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
写
し
（
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
、
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に

複
写
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
は
、
利
用
請
求
一
件
に
つ
き
一
部

と
す
る
。 

２ 
 

写
し
の
交
付
は
、
文
書
館
に
お
い
て
行
う
ほ
か
、
利
用
請
求
者
の
希
望
に
応
じ
、
郵
送
等
に
よ
り
行

う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
必
要
な
郵
便
料
そ
の
他
の
費
用
は
、
利
用
請
求
者
が
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
費
用
） 

第
二
十
条 

 

条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
当
該
写
し
の
交
付
を
受
け
る
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
審
査
請
求
に
係
る
諮
問
） 

第
二
十
一
条 

 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 
 

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
同
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
反
論
書 

二 

読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
書 

三 
 

読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
、
読
替
え
後
の

行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
四
条
の
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
、
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
五

条
第
一
項
の
検
証
、
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
読
替
え

後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
の
記
録 

四 
 

行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
書
類
若
し

く
は
証
拠
物
又
は
書
類
そ
の
他
の
物
件 

五 
 

読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
要
求
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
書

類
そ
の
他
の
物
件 
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六 

そ
の
他
徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
が
必
要
と
認
め
る
資
料 

（
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
） 

第
二
十
二
条 

 

条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
裁
決
通
知
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
節 

利
用
の
促
進 

（
簡
便
な
方
法
に
よ
る
利
用
） 

第
二
十
三
条 

 

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
前
節
に
定
め
る
方
法
の
ほ
か
、
別
に
定
め
る
簡
便
な
方
法
（
次
項

に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

２ 
 

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
等
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公

開
す
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
積
極
的
に
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
展
示
会
の
開
催
等
） 

第
二
十
四
条 

 

知
事
は
、
年
度
ご
と
に
計
画
を
定
め
た
上
で
、
展
示
会
の
開
催
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に

関
す
る
講
座
の
実
施
そ
の
他
の
取
組
を
行
い
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
し
） 

第
二
十
五
条 

 

知
事
は
、
他
の
機
関
か
ら
学
術
研
究
、
社
会
教
育
等
の
公
共
的
目
的
を
有
す
る
行
事
等
に

お
い
て
利
用
す
る
た
め
に
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
し
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
貸
し
出
す
こ
と
が
あ
る
。 

第
三
節 

移
管
元
実
施
機
関
の
利
用 

第
二
十
六
条 

 

特
定
歴
史
公
文
書
等
を
移
管
し
た
実
施
機
関
が
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
請
求
者
は
、
身
分
を
証
す
る

書
面
を
提
示
し
、
及
び
移
管
元
実
施
機
関
用
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
章 

廃
棄 

第
二
十
七
条 

 

条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
は
、
劣
化
が
極
限
ま
で
進
展
し
て
判
読
も
修
復
も

不
可
能
と
な
り
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
有
す
る
資

料
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
章 

雑
則 

（
保
存
及
び
利
用
の
状
況
の
公
表
） 

第
二
十
八
条 

 

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
二
十
九
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は 

、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
み
な
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
九
条 
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第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
徳
島
県
立
文
書
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

３  
徳
島
県
立
文
書
館
管
理
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
四
条
中
「
及
び
」
を
「
、
徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
徳

島
県
規
則
第 

号
）
及
び
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
条
を
第
六
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
削
る
。 

別
表
（
第
十
二
条
関
係
） 

  

区
分 

費
用
の
額 

  

用
紙
に
複
写
し
、
又
は
出
力
し
た
も
の
の
交
付 

白
黒 

用
紙
一
枚
に
つ
き
一
〇
円 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の 

用
紙
を
用
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
） 
カ
ラ
ー 

用
紙
一
枚
に
つ
き
五
〇
円 

  

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び 

Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ 

ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す 
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
一
枚
に
つ
き
五
〇
円

る
こ
と
が
可
能
な
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下 

同
じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

  

Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に 

適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ 

ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
一
枚
に
つ
き
一
〇
〇
円

な
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
複 

写
し
た
も
の
の
交
付 

  

業
務
委
託
等
に
よ
り
写
し
を
作
成
し
た
場
合
そ 

の
他
の
写
し
の
交
付
に
特
別
の
費
用
を
要
す
る 

当
該
費
用
の
実
費
に
相
当
す
る
額

場
合 

 

郵
送
等
に
よ
り
交
付
を
行
う
場
合 

郵
便
料
そ
の
他
の
費
用
の
実
費
に
相
当
す
る
額 

  

備
考 

用
紙
の
両
面
を
使
用
す
る
場
合
は
、
片
面
を
用
紙
一
枚
と
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
。 



様式第１号（第１２条関係）

※ 収 受 番 号 番

※ 収受年月日 年 月 日

特定歴史公文書等利用請求書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
請求者

氏名

法人その他の団体にあっては、主たる事務所
の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話番号
（担当者氏名）

徳島県公文書等の管理に関する条例第１３条第１項の規定に基づき、次のとおり特定歴

史公文書等の利用を請求します。

資料番号 名称（表題） 利用の方法

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

利用請求に係る

特定歴史公文書等 □閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）

文 書 （□白黒 □カラー）
写しの
作成の □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

方 法
電磁的 □用紙への出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）（□白黒 □カラー）
記 録 □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

写しの交付 □文書館において交付
の 方 法 □郵送等（送付先 ）

備考
１ 「住所」及び「氏名」は、正確かつ明瞭に記入してください。記入内容に不備があ
る場合は、徳島県公文書等の管理に関する条例第１５条第２項の規定に基づき、補正
をお願いすることがあります。

２ 「利用の方法」の欄で「写しの交付」を選択した場合は、「写しの作成の方法」及
び「写しの交付の方法」の欄に記入してください。

３ 写しの作成には、費用の負担が生じます。また、郵送等で受け取る場合は、別途送
料の負担が必要です。

４ ※の欄には、記入しないでください。

資料５特定歴史公文書等利用規則様式(案）



様式第２号（第１３条関係）

特定歴史公文書等利用決定通知書

第 号
年 月 日

様

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１６条第１項の規定により、次のとおりその全部を

利用に供することと決定したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称（表題） 複写枚数

利用請求に係る

特定歴史公文書等

文書館での閲覧
年 月 日から

年 月 日まで

利 用 の 方 法 等 □文書館での交付 年 月 日から

年 月 日まで
写 し の 交 付

□郵送等 写しの交付に要する費用の納付確認後

に送付します。

用紙 円

写 し の 交 付 に 要 す る 費 用
ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 円

その他（ ） 円

計 円

備考

１ 特定歴史公文書等の閲覧場所は、文書館の閲覧室です。閲覧室から持ち出すことは

できません。

２ 指定された閲覧又は写しの交付の期間において、閲覧又は写しの交付を希望する日

があらかじめ決まっている場合には、文書館まで連絡してください。

３ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を提示してください。

４ 特定歴史公文書等の閲覧中、持参のカメラ等による複写が必要なときは、閲覧室受

付まで申し出てください。



様式第３号（第１３条関係）

特定歴史公文書等一部利用決定通知書

第 号
年 月 日

様

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１６条第１項の規定により、次のとおりその一部を

利用に供することと決定したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称（表題）

利用請求に係る特定歴史公文書等

利 用 制 限 の 内 容

利 用 制 限 を 行 う 理 由

文書館での閲覧
年 月 日から

年 月 日まで

利 用 の 方 法 等 □文書館での交付 年 月 日から

年 月 日まで
写 し の 交 付

□郵送等 写しの交付に要する費用の納付確認後

に送付します。

用紙 円

写 し の 交 付 に 要 す る 費 用
ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 円

その他（ ） 円

計 円

備考

１ 特定歴史公文書等の閲覧場所は、文書館の閲覧室です。閲覧室から持ち出すことは

できません。

２ 指定された閲覧又は写しの交付の期間において、閲覧又は写しの交付を希望する日

があらかじめ決まっている場合には、文書館まで連絡してください。

３ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を提示してください。

４ 特定歴史公文書等の閲覧中、持参のカメラ等による複写が必要なときは、閲覧室受

付まで申し出てください。

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に徳島県知事に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提

起することができます。



様式第４号（第１３条関係）

特定歴史公文書等利用制限決定通知書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１６条第２項の規定により、次のとおりその全部を

利用に供しないことと決定したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称（表題）

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 に 供 し な い 理 由

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に徳島県知事に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提

起することができます。



様式第５号（第１４条関係）

特定歴史公文書等利用決定等期間延長通知書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１７条第２項の規定により、次のとおり利用決定等

の期間を延長したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称（表題）

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

徳 島 県 公 文 書 等 の 管 理 に 年 月 日から
関 す る 条 例 第 １ ７ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 決 定 期 間
年 月 日まで

年 月 日から
延 長 後 の 決 定 期 間

年 月 日まで

延 長 の 理 由



様式第６号（第１５条関係）

特定歴史公文書等利用決定等期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１８条の規定により、次のとおり利用決定の期間を

特例で延長したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称（表題）

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 年 月 日から
公文書等のうち相当の部分に

ついて利用決定等をする期間
年 月 日まで

残 り の 特 定 歴 史 公 文 書 等 に

ついて利用決定等をする期限
年 月 日

特 例 延 長 の 理 由



様式第７号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、徳島県公文書等の管

理に関する条例第１３条第１項の規定により利用の請求がありましたので、同条例第１９

条第１項の規定により、次のとおり通知します。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについて意見がありましたら、

別紙により意見書を提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特に意見がないものとして取り扱う

こととします。

資料番号 名称（表題）

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 の 年 月 日 年 月 日

特定歴史公文書等に記録されて

いるあなたに関する情報の内容

意 見 書 の 提 出 先

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日



様式第８号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、徳島県公文書等の管

理に関する条例第１３条第１項の規定により利用の請求がありましたので、同条例第１９

条第２項の規定により、次のとおり通知します。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについて意見がありましたら、

別紙により意見書を提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特に意見がないものとして取り扱う

こととします。

資料番号 名称（表題）

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 の 年 月 日 年 月 日

特定歴史公文書等に記録されて

いるあなたに関する情報の内容

特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 を

さ せ よ う と す る 理 由

意 見 書 の 提 出 先

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日



様式第９号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

次の特定歴史公文書等について、徳島県公文書等の管理に関する条例第１３条第１項の

規定により利用の請求がありましたので、同条例第１９条第３項の規定により、次のとお

り通知します。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについて意見がありましたら、

別紙により意見書を提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特に意見がないものとして取り扱う

こととします。

資料番号 名称（表題）

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 の 年 月 日 年 月 日

特定歴史公文書等に付されて

いる徳島県公文書等の管理に

関 す る 条 例 第 ８ 条 第 ４ 項

の 規 定 に よ る 意 見 の 内 容

特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て

利用させる旨の決定をする理由

意 見 書 の 提 出 先

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日



様式第１０号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人その他の団体にあっては、主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話番号
（担当者氏名）

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用に関する意見

については、次のとおりです。

資料番号 名称（表題）

照 会 の あ っ た

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 決 定 に 対 す る

支 障 の 有 無
有 ・ 無

１ 特定歴史公文書等の利用により支障がある部分

利 用 に 関 す る 意 見
２ 特定歴史公文書等の利用により支障がある理由

備考

１ 「利用決定に対する支障の有無」の欄は、「有」又は「無」のいずれかを○で囲ん

でください。「有」の場合は、「利用に関する意見」の欄に記入してください。

２ 意見について欄が不足した場合は、裏面に記入してください。



様式第１１号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見書

年 月 日

徳島県知事 殿

移管元実施機関の長 印

担当者 所属名

職・氏名

電話番号

メールアドレス

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用に関する意見

については、次のとおりです。

資料番号 名称（表題）

照 会 の あ っ た

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 決 定 に 対 す る

意 見 の 有 無
有 ・ 無

１ 特定歴史公文書等の利用に関して意見がある部分

利 用 に 関 す る 意 見
２ 特定歴史公文書等の利用に関する意見の内容

備考

１ 「利用決定に対する意見の有無」の欄は、「有」又は「無」のいずれかを○で囲ん

でください。「有」の場合は、「利用に関する意見」の欄に記入してください。

２ 意見について欄が不足した場合は、裏面に記入してください。



様式第１２号（第１６条関係）

第三者情報に係る特定歴史公文書等利用決定通知書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、次のとおり利用に供

することと決定しましたので、徳島県公文書等の管理に関する条例第１９条第４項の規定

により通知します。

なお、利用に供する日前に審査請求又は訴えの提起がされない場合には、本件特定歴史

公文書等の利用手続を行うこととします。

資料番号 名称（表題）

利 用 決 定 を し た

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 決 定 の 年 月 日 年 月 日

特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録

さ れ て い る あ な た の 情 報

に 関 す る 利 用 決 定 の 内 容

利 用 決 定 を し た 理 由

利 用 に 供 す る 日 年 月 日

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に徳島県知事に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提

起することができます。



様式第１３号（第２２条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る裁決通知書

第 号

年 月 日

様

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、次のとおり裁決によ

り利用に供することと決定しましたので、徳島県公文書等の管理に関する条例第２４条に

おいて準用する同条例第１９条第４項の規定により通知します。

なお、利用に供する日前に取消しを求める訴えの提起がされない場合には、本件特定歴

史公文書等の利用手続を行うこととさせていただきます。

資料番号 名称（表題）

裁 決 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

裁 決 の 年 月 日 年 月 日

特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録

さ れ て い る あ な た の 情 報

に 関 す る 裁 決 の 内 容

裁 決 を し た 理 由

利 用 に 供 す る 日 年 月 日

この裁決の取消しを求める訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。



様式第１４号（第２６条関係）

移管元実施機関用特定歴史公文書等利用請求書

年 月 日

徳島県知事 殿

移管元実施機関の長 印

担当者 所属名

職・氏名

電話番号

メールアドレス

徳島県公文書等の管理に関する条例第１３条第１項及び第２６条の規定に基づき、次の

とおり特定歴史公文書等の利用を請求します。

資料番号 名称（表題） 利用の方法

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

利用請求に係る

特定歴史公文書等 □閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）

文 書 （□白黒 □カラー）
写しの
作成の □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

方 法
電磁的 □用紙への出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）（□白黒 □カラー）
記 録 □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

写しの交付 □文書館において交付
の 方 法 □郵送等（送付先 ）

備考 「利用の方法」の欄で「写しの交付」を選択した場合は、「写しの作成の方法」及

び「写しの交付の方法」の欄に記入してください。



資料６

令和５年度徳島県立文書館協議会 資料（令和５年８月２９日）

特定歴史公文書等に関する評価選別方針（案）について

（１）条例施行により変わること

・保存期間満了後の措置（廃棄か／文書館へ移管か）の決定

＜いつ＞ 文書を廃棄するとき 文書を作成・取得したとき

＜誰が＞ 文書館と所属が協議 所属（※廃棄する場合は文書館と協議）

（２）現行の評価選別方針との変更点

現 行 条例施行後

「文書館資料の収集及び保存に関する 特定歴史公文書等に関する評価選別方針

要綱」別表

(1)～(13) 〔略〕 (1)～(13) 〔変更なし〕

(14)審議会等に関するもの (14)議会、各種委員会、各種審議会等の会

議に関するもの

(15)行政資料の作成に関するもの (15)行政刊行物の作成に関するもの

(16)県内の史跡、文化財等に関するもの

(17)試験、研究に関するもの

(18)選挙に関するもの

(16)地方自治法施行以前のすべてのもの (19)昭和30年以前のすべてのもの

⇒ 現行の要綱は廃止し、新たに評価選別方針（案）を策定

条例に合わせて、文言の修正、３項目を追加

（３）スケジュール

８月１０日 全所属への意見照会（結果：１８件の意見）→（案）の修正不要

８月２９日 文書館協議会への報告

９月上旬頃 評価選別方針の確定

※評価選別方針だけでは判断が難しいと予想されるため、別途、それぞれの基準に該

当する主な文書を例示した手引の作成を検討中。



【別添】

徳島県立文書館特定歴史公文書等に関する評価選別方針（案）

１ 基本方針

「公文書等の管理に関する条例」第２条第４項に規定する、文書館において保存・利

用される「特定歴史公文書等」については、公文書を作成・整理を行う実施機関におい

て、あらかじめ評価選別され、文書館がその評価選別された公文書について確認を行う。

「特定歴史公文書等」の評価選別に当たっては、徳島県及び徳島県政の歴史を後代に

伝えるものであり、県民共有の財産であるという認識のもと、公正で客観的な基準に従

い行う。

２ 評価選別の基本的な考え方

評価選別に際しては、次の基本的な考え方に留意して行う。

① 体系的に収集することにより全県的な状況を把握し得るもの

② 一群として保存されているもの

③ 長期にわたり継続的に保存することによって歴史の流れがわかるもの

④ 文書の残存が少ない時代のもの

また、重要なものであって原本の収集ができないものについては、複製等により収集

する。

３ 評価選別に関する助言

徳島県立文書館から各実施機関に対して、保存期間満了以前の公文書について、徳島

県及び徳島県政の歴史から外すことができない施策や事件などを特定歴史公文書等とす

るよう助言することができる。

４ 評価選別基準

個別の公文書について特定歴史公文書等に該当するものは、次に掲げるものとする。

また、その詳細は別表のとおりとする。

【評価選別基準】

(1) 条例、規則等例規に関するもの

(2) 県政の重要施策に関するもの

(3) 県政史上、重要な行事に関するもの

(4) 災害等の重要事件に関するもの

(5) 行政区画の変更又は廃置分合等に関するもの

(6) 財産の取得、管理及び処分に関するもの

(7) 請願、陳情、要望等に関するもの

(8) 争訟に関するもの



(9) 組織の改編及び人事に関するもの

(10）叙位、叙勲、表彰等に関するもの

(11) 予算、決算、監査及び各種検査に関するもの

(12) 許可、認可及び承認等に関するもの

(13) 調査及び統計の総括結果に関するもの

(14) 議会、各種委員会、各種審議会等の会議に関するもの

(15) 行政刊行物に関するもの

(16) 県内の史跡、文化財等に関するもの

(17) 試験、研究に関するもの

(18) 選挙に関するもの

(19) 文書の残存が少ない時代のもの（昭和30年以前の文書すべて）

（別表）評価選別基準の詳細

項 目 説 明

１ 条例、規則等例規 ・条例、規則、訓令、通達等の制定、改廃及びその経緯に関する

に関するもの 重要な文書（県民生活に大きな影響を与えた要綱、要領等の制

定、改廃に関するものを含む。）

２ 県政の重要施策に ・行政制度（地方自治、情報公開、税財政、学校教育、警察、消

関するもの 防など県民生活に関わる）の新設、運用、変更、廃止に関わる

文書

・複数年にわたる重要な計画の立案、策定、改廃及びその経緯に

関わる文書

・重要な計画の実施のための事前調査、基本方針、効果測定に関

する文書（刊行物としてまとめられるものを除く。）

・県民生活に大きな影響を与えた公共事業等に関わる文書

３ 県政史上、重要な ・県内で起きた重要な出来事又は県外で起きた県に関わりのある

行事に関するもの 重要な出来事に関する文書

４ 災害等の重要事件 ・県内で発生した重大な自然災害、事件、事故に関する文書

に関するもの

５ 行政区画の変更又 ・行政区画の変更又は市町村等の廃置分合に関する文書

は廃置分合等に関 ・公有水面の埋め立てに関する文書

するもの

６ 財産の取得、管理 ・県有財産の取得、用途廃止、管理、処分等のうち重要な文書

及び処分に関する ・県有財産及び県が管理する国有財産の内容変更に関する重要

もの な文書



７ 請願、陳情及び要 ・県民及び市町村又は各種団体から提出された請願、陳情又は要

望等に関するもの 望及びそれらの対応に関する重要な文書

・国の施策に対する請願及び提案、要望に関する重要な文書

８ 争訟に関するもの ・訴訟、土地収用裁決、不服申し立て等に関する重要な文書

９ 組織の改編及び人 ・地方自治制度の沿革に関する文書

事に関するもの ・県の行政組織機構の改編に関する重要な文書

・職員の職制・給与制度・分掌等に関する重要な文書

・事務引継ぎに関する重要な文書

10 叙位、叙勲、表彰 ・叙位、叙勲、褒賞等に関する重要な文書

等に関するもの ・県民表彰に関する重要な文書

・感謝状等の贈呈に関する重要な文書

11 予算、決算、監査 ・予算書、決算書、財政状況に関する重要な文書

及び各種検査に関 ・定期監査等に関する重要な文書

するもの ・重要な補助金等に関する文書

・県が実施する公益法人等に対する検査及び監査に関する文書の

うち重大な指摘に関するもの

12 許可、認可及び承 ・県民生活に大きな影響を及ぼす権利義務に関わる許可、認可、

認等に関するもの 承認等に関する重要な文書

13 調査及び統計の総 ・県が実施する重要な各種調査又は統計の実施方針、調査項目の

括結果に関するもの 決定過程及び結果報告に関する重要な文書

（刊行物としてまとめられるものを除く。）

14 議会、各種委員会 ・県議会の議案、決議録その他県議会に関する文書

各種審議会等の会 ・法律及び条例で定められた委員会・審議会等の重要な文書

議に関するもの ・全国知事会、四国地方知事会等に関する重要な文書

・県の主要施策の実施に関わる委員会、審議会、会議等に関わる

重要な文書

15 行政刊行物に関す ・行政刊行物の実施方針、制作の経緯および成果に関する重要な

るもの 文書（刊行物としてまとめられるものを除く。）

16 県内の史跡、文化 ・国又は県指定にかかる文化財、史跡、名勝又は天然記念物に関

財等に関するもの する重要な文書

・埋蔵文化財に関する重要な文書

・文化財の管理及び保存修復に関する補助に関する重要な文書

17 試験、研究に関す ・県が実施する重要な試験又は研究の実施の経緯、実施方針及び

るもの 成果に関する重要な文書

（成果が刊行物としてまとめられているものを除く。）



18 選挙に関するもの ・県内で行われた衆議院議員及び参議院議員選挙又は地方公共団

体の議会議員若しくは長の選挙に関する重要な文書

・県内で行われた最高裁判所裁判官の国民審査に関する重要な文

書

・県内で行われた国民投票又は県民投票に関する文書

19 文書の残存が少な ・昭和30年以前の文書すべて

い時代のもの

※次の公文書は、移管の対象としないものとする。

(1) 庶務・服務等に関する定例的なもの

(2) 会計・福利厚生等の日常業務遂行に伴う定例的なもの

(3) 他所属からの通知、依頼、照会その他の文書及びそれに対する回答、若しくは

報告又は他所属が主催する会議等の配付資料等

(4) 各種調査報告書、統計の集計表等刊行物にその内容が完全に記載されているもの

(5) 特定秘密保護法等に定められた文書又は法令等で廃棄が義務づけられたもの
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